
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・長らく社会との接点がないが 

働き始めたい 

・公共料金の滞納や債務を抱 

えている 

・お金のやり繰りがうまくでき 

ない 

・食べる物に困っている 

 

３ 
社会福祉法人 

甲良町社会福祉協議会 

編集・発行 社会福祉法人 甲良町社会福祉協議会 
〒５２２－０２４４  滋賀県犬上郡甲良町在士３５７－１ 甲良町保健福祉センター２階 

電話 ０７４９－３８－４６６７  ファックス ０７４９－３８－４６６８ 
 

ホームページ http://www.shakyo.or.jp/hp/1132/    LINE ☆現在、甲良町社会協議会の

ラインアカウントが使用で

きません。 

大変ご迷惑をお掛けします

が、お問い合わせは、お電話

にてお願い致します。 

令和７年 

令和 7年度ボランティア登録・ボランティア保険の新規受付及び、更新の時期となりました。 

新たにボランティア活動を始められる方や、ボランティア活動を継続される方は年度ごとの手続き

が必要になりますのでお願い致します。 

 ボランティア保険は、安心して活動をしていただくためにも加入をお勧めいたします。 

保険料（1名あたり） 

☆基本プラン・・・350円   ☆天災・地震補償プラン・・・500円 

補償期間 

☆登録日～令和 8年 3月 31日（年度途中からでも加入できます。） 

☆ボランティア活動保険の補償開始日は令和 7年 4月 1日からとなります。 

詳しくは、甲良町社会福祉協議会までお問合せ下さい。 

・失業して家賃の支払いが出 

来ない 

・住むところがない 

・収入が不安定で生活が苦 

しい 

・就職を目指しているがうまく 

いかない 

ご利用いただける支援メニュー 

生活のお困りごとはございませんか？ 

自立相談支援事業 

相談支援員がお困りごとをお伺いし、個別の支援
計画を作成し、継続的な関りを行います。 
また、就職のための相談支援なども行っています。 

離職や廃業、休業等に伴う収入減少により経済的に困窮し、

家賃が支払えない場合に、家賃相当額の支給を行います。

（支給期間：3か月） 

※住居確保給付金の受給にあたっては収入要件・資産要件等

があります。 

受給期間に所要の求職活動を行うことが支給条件になります。 

住居確保給付金 

家計改善支援事業 

家計のやり繰りが上手くいかない、税や公共料金
の滞納がある、債務を抱えている等のご相談に対
して、滞納・債務の解消や、ご自身で家計維持が
出来ることをめざしたサポートを行います 

就労準備支援事業 

就職経験がない方や、長期間にわたり就労から離
れており、すぐに一般就労が難しい方の、就労に向
けた準備の支援を行います。日常生活、社会生活、
就労の３つの自立段階を想定し、段階的に自立に
向けた支援を行います。 

一時生活支援事業 
不安定な居住形態の方に、緊急的に一定期間、宿泊

場所や衣食を提供します。その後の生活に向けて、就

労支援などのサポートも行います。 

※不安定な居住形態 

（住居を持たない方/ネットカフェ宿泊者等） 

メンバー募集中！！ 
毎月第２水曜日 9時半～11時半 
保健福祉センターにて活動中です。 

ご興味がある方は、社協へご連絡下さい！ 

拡大紙芝居 

 “ひよっこ”活動紹介 

メンバー募集中！！ 
毎月 1回甲良町図書館で拡大紙芝居の製作活動
をしています。 
小学校や福祉施設でも紙芝居の上演をしています。

ご興味がある方は、社協へご連絡下さい！ 

甲良町がひとつの家族となるようなまちづくりをめざして 

http://www.shakyo.or.jp/hp/1132/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■    社会福祉法人 甲良町社会福祉協議会 

■受 付 時 間   ９：００～１７:００（毎週月～金曜日） ☆土・日・祝日は休業いたします 

■電 話 番 号   ０７４９－３８－４６６７ 

■第三者委員   片岡 清  髙橋 ひろみ 

社協サービス（介護保険事業等）に関する苦情受付について 

工房 せせらぎ 

お問い合わせは 

 0749-38-3975（せせらぎ作業所）または 090-3821-6635 まで。 

※パン 10 個以上（又は 1000 円以上）お買い上げの方は、ご自宅まで無料配達します。 

 いつもご愛顧いただきありがとうございます。工房せせらぎから「もちも

ちチーズパン」をご紹介します。 

7 年前に発売して以来、根強い人気を保っています。もちっとした食感の

生地にたっぷり入ったゴーダチーズがマッチングして飽きない味です。 

（１個 135円）ぜひご賞味ください。 

「もちもちチーズパン」のご案内 

車いすのまま乗れる、スロープ付きの福祉車両を貸

し出しています。（軽自動車） 

※貸出料金は、1㎞ 20円です。 

・病院の送り迎えで困られている方 

・買い物等の外出で困られている方等 

ご利用を希望される方は、甲良町社会福祉協議会

までお問合せ下さい。 

  

福祉車両貸出中 

※貸出・返却時間 

 8:30～17:00 

障
害
者
地
域
交
流
支
援
事
業 

 

わ
く
わ
く
サ
ロ
ン 

ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会 

障害者地域交流支援事業では、わく

わくサロンボウリング大会を実施

しました。 

ストライクやスペアのスコアにハ

イタッチをしながら共に喜び、ガタ

ーになった時は「惜しい!!」等の声を

掛け合いました。 

ボウリングの後は、レストランで昼

食を頂き、楽しいひと時を過ごすこ

とが出来ました。 

甲良町社会福祉協議会では、高齢者及び一人暮らし高齢者等に対して、自宅と

医療機関との送迎支援を行っています。 

対 象 者：町内に在住する概ね 65歳以上の方 

送迎範囲：①近隣の医療機関（甲良町及び犬上郡内） 

         ②周辺医療機関（彦根市、愛荘町） 

         ③その他町長が必要と認めた医療機関 

利 用 料：片道 300円  

但し湖東記念病院のみ 500円 

※詳細に関しては、お問い合わせください。 

～病院送迎でお困りの方へ～ 

フードバンクのご協力をお願いします 
フードバンクの活動とは、企業・団体や個人から余剰食品の寄付を募り、集まった食

品を必要とされている人に無償でお届けすることによって、みんなが「笑顔」になり

「絆」を深め合う「お互い様」の地域づくりを目指す活動です。 

【ご提供いただきたい食品】 

〇缶詰 〇レトルト食品 〇インスタント食品 〇瓶詰類 〇ふりかけ  

〇乾物類 〇乾麺 〇お米（白米・玄米ともに前年度までの分）等 

※未開封で賞味期限が 1か月以上のもの 

令和 6年能登半島地震災害義援金の受付について 
被害を受けた方々を支援することを目的に、災害義援金を受け付けております。 

受付場所：甲良町社会福祉協議会（甲良町保健福祉センター2階） 

この義援金は、税制優遇処置の対象となります。税制上の優遇処置を希望される場合は、 

窓口までお申し出下さい。 

※R6.1～R7.2時点でお預かりした義援金 77,275円は、 

中央共同募金会と日本赤十字社に送金致しました。 

町民の皆様の温かいご支援ありがとうございました 

 

福祉用具貸出 

(車いす・歩行器・シルバーカー) 

 福祉用具を無料で貸し出しております。ご希望の方は、

甲良町保健福祉センター２階甲良町社会福祉協議会事

務局までお越しください。 

貸出期間は１か月となります。 

★介護保険の要介護認定を受けている方で「要介護 2」 

以上の方は介護保険のサービスをご利用ください。 


